
○今後の測定実施項目としては、法律に基づくものは飛灰だけですが、東京たま広

域資源循環組合の指示による薬剤処理灰の測定をいたします。なお、焼却残留物の

測定は、今後予定しておりません。

（※1）飛灰とは、排ガス中に含まれるダスト（ばいじん）をろ過式集塵機（バグ

フィルター）などで捕集したものをいいます。また、当組合から東京たま広域資源

循環組合のエコセメント化施設へ搬出している灰は、灰を乾燥した状態で搬出して

いる①飛灰と この飛灰を薬剤処理（重金属固定剤処理）後に搬出している②薬剤

放射性物質等の測定結果

1、焼却灰の放射性物質測定結果

放射性
セシウム134

採取日 放射性

セシウム
合計

－ 91 39.8

－

H23.8.22 449 531 － －

H23.7.26 785 989 836 463 － －

放射性
セシウム137

飛　灰　（　※　1　）

1,774

980

放射性セシウム内訳

放射性
セシウム134

373

51.2

焼　却　残　留　物　（　※ 1　）薬　剤　処　理　灰　（　※　1　）

放射性

セシウム
合計 放射性

セシウム134
放射性

セシウム137

放射性

セシウム
合計 放射性

セシウム137

放射性セシウム内訳 放射性セシウム内訳

いる①飛灰と、この飛灰を薬剤処理（重金属固定剤処理）後に搬出している②薬剤

処理灰の2種類があります。なお、③焼却残留物は流動床炉の炉底から排出された

残留物です。

（※2）「不検出」とは、検出限界濃度以下を表します。

（※3）放射性物質を含む焼却灰の取扱いについては、東京たま広域資源循環組合

の「焼却残さの放射性物質に関する日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場東京たまエコ

セメント化施設における取扱特別協定」により8,000Bq/kg以下の焼却残さは、エコ

セメント化施設へ搬出することができます。

○飛灰及び焼却灰の排出口等

－ － － 297 129

327 － － －H23.10.11 435 500 611

428

H23.11.14 312 420 490

594

732

256 － － －

－259 － －

－H24.1.17 328 136 192 168.8 69.4 99.4 － －

H23.9.13 401 518

H23.12.14 267 327

935

919

172

231

284

168

10,000
（Bq/kg）

飛 灰 薬 剤 処 理 灰 焼 却 残 留 物
大気

脱臭ファン 脱臭塔

ごみ計量機 汚水貯留槽

ごみクレーン

ごみ投入扉

クレーン操作室

プラットホーム

給じん機

放水銃

ごみホッパ

付

ごみピット

押込送風機

二次押込送風機

集じん器

ボイラ

流動床式焼却炉

砂貯槽

灰クレーン

ガス調温室

エコノマイザ

温調水

アンモニア供給装置

高圧蒸気だめ

高圧蒸気復水器

低圧蒸気復水器

復水タンク

活性炭供給装置消石灰供給装置

ごみピット

蒸気タービン・発電機
（場内使用電気供給）

排ガス再加熱器

場外 余熱利用施設「フレッシュランド西多摩」熱源供給

場内 給湯/冷暖房熱源供給

誘引通風機

砂分級装置

不燃物排出装置

ダクトバーナ

蒸気式空気予熱器

助熱バーナ

アンモニア水

脱硝反応塔

ダスト貯槽ダスト搬送コンベヤ

磁選機

不燃物振動コンベヤ

砂循環コンベヤ

汚水移送

消石灰 活性炭

過熱器

煙 突

ごみの流れ

排ガスの流れ

空気の流れ
砂の流れ

不燃物の流れ

◆ごみ焼却のながれ◆

飛灰1

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
飛 灰 薬 剤 処 理 灰 焼 却 残 留 物

法規制値

飛灰、薬剤処理灰及び焼却残留物の放射性セシウム合計は、すべて8,000Bq/kg以下（※3）

でした。

砂 不燃物 鉄分 灰固化物

灰の処理薬品

重金属固定剤

搬 出

貯留ピット

不燃物コンベヤ不燃物搬送コンベヤ

砂移送コンベヤ

不燃物の流れ

ダストの流れ

蒸気の流れ

鉄分の流れ

水の流れ

薬品の流れ

ダスト固化装置

搬 出

エコセメント施設へ エコセメント施設へ

薬剤処理灰

焼却残留物

2

3
0

1,000

H23.07.26 H23.08.22 H23.09.13 H23.10.11 H23.11.14 H23.12.14 H24.01.17
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2、排ガス中の放射性物質測定結果（月1回） 3、排水中の放射性物質測定結果（月1回）

不検出不検出

採取日 号炉 採取時間 放射性
セシウム
合計

放射性セシウム内訳

放射性
セシウム134

放射性
セシウム137

排　ガ　ス　濃　度

試験項目

ろ紙部 不検出（※1）
（＜0.075）（＜0.063）

H23.11.14 9:00 不検出（※1）

不検出12:45H24.1.12
不検出 不検出

採取日

放射性セシウム内訳

不検出

（＜7.28）

不検出

（＜7.77）

採取時間 放射性
セシウム

合計
放射性

セシウム134

排　水　濃　度

放射性

セシウム137

（＜10 3） （＜8 50）

（※1）「不検出」とは、検出限界濃度未満を表します。また、（ ）内は検出下限値を表し

ます。

煙突から排出される排ガスの放射性物質の測定結果は、すべて不検出でした。

①放射性物質汚染対処特措法（平成24年1月1日施行）

排水口から排水される放射性物質の測定結果は、すべて不検出でした。

（※1）「不検出」とは、検出限界濃度未満を表します。また、（ ）内は検出下限値を表します。

①放射性物質汚染対処特措法（平成24年1月1日施行）

第33条（特定一般廃棄物処理施設維持管理基準）第1項第1号に基づき、当該放流水の排水口に

おいて、それぞれの事故由来放射性物質の3月間の平均濃度に対する割合の和が1を超えないよ

うにすること。

②排水については、排ガス又は焼却灰との接触はしていません。

③下記の濃度限界は、同一人が0歳児から70歳になるまでの間、当該濃度を含む排水を摂取した

としても、被ばく線量が一般公衆の許容値（年間1mSv）以下として設定されたものです。

（放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料）平成23年12月2日第1版

（独）国立環境研究所 資源循環 廃棄物研究セ タ ）

（＜2.5） （＜2.8）

H24.1.12 2 号炉 11:30 ～ 15:30

ろ紙部

ドレン部

不検出

不検出

（＜0.35）

11:30 ～ 15:30

（＜0.75）

ドレン部 不検出

不検出

不検出

活性炭部 不検出
（＜0.22）

不検出

不検出

H23.7.26 号炉2

（＜0.20）

（＜0.075）

不検出

不検出

（＜0.063）

不検出

（＜0.42）

（＜0.85）

不検出

不検出12:45H24.1.12
（＜10.3） （＜8.50）

①放射性物質汚染対処特措法（平成24年1月1日施行）

第33条（特定一般廃棄物処理施設維持管理基準）第1項第1号に基づき、当該排ガスの排出口

において、それぞれの事故由来放射性物質の3月間の平均濃度に対する割合の和が1を超えな

いようにすること。

②大気中の監視基準は、原子力施設に適用されているものを清掃工場に適用させています。

③下記の濃度限界は、同一人が0歳児から70歳になるまでの間、当該濃度を含む空気を摂取し

たとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値（年間1mSv）以下として設定されたものです。

（放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料）平成23年12月2日第1版

（独）国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター）

放射性物質の種類 大気中の濃度限界（Bq/m3） 大気中の監視基準

（独）国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター）

放射性物質の種類 水中の濃度限界（Bq/Ｌ） 水中の監視基準

放射性セシウム134 60

放射性セシウム137 90 60                90

放射性セシウム134の測定結果 放射性セシウム137の測定結果

+ ≦ 1

● 排ガスの試料採取器具の構成

①ろ紙部・ドレン部・活性炭部から構成され

ています。

ろ紙部

ドレン部
放射性物質の種類 大気中の濃度限界（Bq/m ） 大気中の監視基準

放射性セシウム134 20

放射性セシウム137 30 20                30

放射性セシウム134の測定結果 放射性セシウム137の測定結果

+ ≦ 1

②放射性物質汚染対処特措法の施行により、

事故由来放射性物質として放射性セシウム134

と放射性セシウム137の2種類とされたため活

性炭部が除外されました。

（放射能濃度等測定方法ガイドライン

（環境省））

活性炭部
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4、空間線量率（敷地境界線）の測定結果（7日に1回）

西多摩衛生組合敷地境界線　東西南北4地点

東：都営住宅側の門 西：環境センター収集車両出入口門

南：環境センター正門 北：フレッシュランド西多摩正門

シンチレーション式（PA-1000 HORIBA）(羽村市・瑞穂町と同様)

測定放射線：γ線　エネルギー範囲：150keV以上　

測定範囲：0.000～9.999μSv/h　指示誤差：±10％以内

（1）　週1回測定

（2）　地上から1ｍの高さで5回測定した平均値を採用

※　放射性物質汚染対処特措法（平成24年1月1日施行）により測定回数を

3回から5回に変更

①測定場所

②測定機器

③測定方法

単位：μSv/h

晴れ 24.2 49.0

晴れ 18 5 44 0

東

南東

3.4

2 6

13:00

13:10

14:20

アスファルト

アスファルト

0.081

0 079

58.0 南南東 4.2 0.078 0.083 0.076

0.080 0.076 0.074

0 078 0 070 0 079

北

H23.10.14 アスファルト 曇り 23.5 0.082

H23.10.17

H23 10 28

測定日時 測定時間 地面の状態 天候 温度（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s）

敷　地　境　界　線

東 西 南

※　専門機関による測定

13:30H23.7.26 土壌 曇り 30.4 0.09059.0 南南東 2.8 0.080 0.080 0.090

測定日時 測定時間 地面の状態 天候 温度（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s）

敷　地　境　界　線

東 西 南 北

単位：μSv/h⑤測定結果

放 射 線 量 の 測 定 箇 所

道路

民有地

≪建物≫集会施設
《建物》 余熱利用施設

北

羽村街道

3回から5回に変更。

（3）　1回の測定時間は、60秒間（機器のマニュアル）

④監視基準 放射性物質汚染対処特措法（平成24年1月1日施行）

（1）　時間当たり0.23μSvを超えないことを監視する。

（2）　時間当たり0.19μSvを超えないことを監視する。（自然放射線量を含まない）

晴れ 4.2 38.0

晴れ 6.2 56.0

晴れ 5.3 42.0

晴れ 9.0

晴れ 18.5 44.0

晴れ

アスファルト

アスファルト

9:10

19.1 63.0

晴れ 12.6 63.0

晴れ 14.9 31.0

43.0

曇り 8.3 65.0

3.6

2.0

南東

北

北

北

東南東

東南東

1.7

1.6

1.8

1.0

1.3

3.2

北

東北東

北北西

東南東

北北西

西北西

15:30

9:00

9:00

2.6

2.0

2.0

2.9

アスファルト

14:20

10:20

11:00

16:40

10:00

13:10 アスファルト

アスファルト

アスファルト

アスファルト

アスファルト

アスファルト

アスファルト

アスファルト

アスファルト

0.077 0.075 0.075 0.078

0.084 0.073 0.087 0.080

0.085 0.076 0.080 0.088

0.078 0.072

0.077 0.068 0.082 0.082

0.088 0.082

0.084 0.077 0.085 0.071

0.078 0.072 0.080 0.079

9:10

15:00

0.081 0.073 0.084 0.083

0.073 0.076 0.079 0.078

曇り 7.0 67.0

晴れ 16.2 56.0

晴れ 5.0 79.0

H24.1.12

H24.1.19

H23.11.30

H23.12.9

H23.12.16

H23.12.22

H23.12.28

H24.1.6

H23.11.18

H23.11.25

0.079

0.078 0.077

0.078 0.070 0.079

0.075 0.079

0.083 0.072 0.087 0.085

H23.10.28

H23.11.4

民有地

羽村市所有地

民有地

西多摩衛生組合

ごみ処理施設用地

（羽村市羽４２３５）

西多摩衛生組合

余熱利用施設用地

（羽村市羽４２２５）
西

東羽村市所有地

羽村市所有地

《建物》 ごみ処理施設

北北西 2.3 0.073 0.070 0.087 0.080

曇り 3.2 48.0

晴れ 9.2 36.014:00 アスファルト

2.6北東11:20 アスファルト 0.082 0.072 0.087 0.081H24.1.27

H24.2.1

0.100 

0.150 

0.200 

0.250 

0.300 
（μSv/h）

東 西 南 北0.23μSv/h（除染の基準値）

0.19μSv/h

羽村市立
羽村第三中学校

羽村リトル
シニアリーググラウンド

敷地境界線における空間放射線量の測定箇所

北 ＝ フレッシュランド西多摩正門

西 ＝ 環境センター収集車両出入口門

南 ＝ 環境センター正門

東 ＝ 都営住宅側の門

南

0.000 

0.050 
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5、自主測定

放 射 線 量 測 定 状 況

○　ごみホッパーステージ

①測定対象 攪拌ごみ：青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町の収集されたごみ

（事業系ごみ含む）で十分な攪拌がされたごみ

シンチレーション式（PA-1000 HORIBA）(羽村市・瑞穂町と同様)

（1）　週1回測定

（2）　クレーン周辺の3ヶ所を5cmの距離で測定した平均値を採用

（3）　1回の測定時間は、60秒間（機器のマニュアル）

②測定機器

③測定方法

14:30 月曜日 0.066 0.056 0.059 0.060

14:40 火曜日 0.055 0.059 0.053 0.056

14:10 木曜日 0.062 0.064 0.062 0.063

11:00 木曜日 0.056 0.055 0.057 0.056

9:30 木曜日 0.062 0.070 0.065 0.066

11:30 木曜日 0.062 0.068 0.061 0.064

16:50 火曜日 0.060 0.056 0.060 0.059

④測定結果

測定日時 測定時間 攪拌ごみ
測定値
1回目

測定値
2回目

平成23年11月25日

平成23年11月4日

平成23年11月11日

平成23年11月18日

平成23年10月18日

平成23年10月19日

平成23年10月28日

測定値
3回目

測定値
平均値

単位：μSv/h

放　射　線　量　測　定 状　況 曜

10:20 月曜日 0.063 0.059 0.065 0.062

9:10 木曜日 0.064 0.065 0.060 0.063

9:30 木曜日 0.067 0.070 0.069 0.069

15:40 水曜日 0.065 0.056 0.060 0.060

9:30 火曜日 0.059 0.060 0.066 0.062

16:00 水曜日 0.063 0.061 0.068 0.064

9:45 金曜日 0.060 0.050 0.057 0.056

11:30 木曜日 0.068 0.060 0.068 0.065

平成24年1月6日

平成24年1月12日

平成24年1月19日

平成23年12月16日

平成23年12月22日

平成23年12月28日

平成23年11月30日

平成23年12月9日

0.300 
（μSv/h）

ごみホッパーステージ

0.050 

0.100 

0.150 

0.200 

0.250 

0.23μSv/h（除染の基準値）

0.19μSv/h

0.000 
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○　工場棟内
①測定機器　  シンチレーション式（PA-1000　HORIBA）
②測定基準値　（1）0.23μSv/h未満　　　　　　 　：対策不要　　　　　

（2）0.23μSv/h以上2.5μSv/h未満　：防護服及び防塵防毒ﾏｽｸ等着用　
（3）2.5μSv/h以上   　　　　     ：立入禁止及び対策の検討（汚染物の除去等）

③測定方法 （1）月1回測定
（2）対象物から5cm・1mの2点の測定実施。
（3）稼働炉を基準として測定を行う。

④測定結果（稼動状況　運転炉：2号炉、共通系選択：A系） 単位：μSv/h
測定日
時間

5cm 1m
5Ｆ ① ダスト貯槽上部 0.050 0.045
4Ｆ ② 集じん器（上部） 0.026 0.031
2Ｆ ③ 中央制御室

④ 飛灰搬出室

平成24年1月6日
9:22～10:54

階 測定箇所

測定距離

0.066
0 109

放 射 線 量 の 測 定 箇 所

大気

脱臭ファン 脱臭塔

ごみクレーン

クレーン操作室

放水銃

ごみホッパ

付

押込送風機

二次押込送風機 高圧蒸気だめ

高圧蒸気復水器

低圧蒸気復水器

復水タンク

活性炭供給装置消石灰供給装置

蒸気タービン・発電機
（場内使用電気供給）

場外 余熱利用施設「フレッシュランド西多摩」熱源供給

場内 給湯/冷暖房熱源供給

消石灰 活性炭

②③

北

④ 飛灰搬出室
⑤ 集じん器（下部） 0.081 0.069

Ｂ1Ｆ ⑥ ダスト搬送C/V室 0.072 0.086
Ｂ2Ｆ ⑦ 焼却炉排出部（流動砂） 0.078 0.077

1Ｆ
0.109

ごみ計量機 汚水貯留槽

ごみ投入扉

プラットホーム

給じん機

ごみピット

集じん器

ボイラ

流動床式焼却炉

砂貯槽

灰クレーン

ガス調温室

エコノマイザ

温調水

アンモニア供給装置

ごみピット

排ガス再加熱器

誘引通風機

砂分級装置

不燃物排出装置

ダクトバーナ

蒸気式空気予熱器

助熱バーナ

アンモニア水

脱硝反応塔

ダスト貯槽ダスト搬送コンベヤ

磁選機

貯留ピット

不燃物コンベヤ

不燃物振動コンベヤ

不燃物搬送コンベヤ

砂移送コンベヤ

砂循環コンベヤ

汚水移送

過熱器

煙 突

ごみの流れ

排ガスの流れ

空気の流れ
砂の流れ

不燃物の流れ

ダストの流れ

蒸気の流れ

鉄分の流れ

流

◆ごみ焼却のながれ◆

ダスト固化装置

エコセメント施設へ エコセメント施設へ

①

②③

④

⑤

⑥⑦

東西

砂 不燃物 鉄分 灰固化物

灰の処理薬品

重金属固定剤

搬 出

水の流れ

薬品の流れ 搬 出

エコセメント施設へ セメント施設

南
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